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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
投
資
法
人
の
設
立
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
約
を
作
成
し
て
投
資
法
人
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

投
資
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
設
立
企
画
人
が
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
投
資
法
人
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
三
条
第
三
項
に

規
定
す
る
創
立
総
会
に
係
る
創
立
総
会
参
考
書
類
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
創
立
総
会
参
考
書
類
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
主
総
会
参
考
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
投
資
法
人
の
投
資
主
総
会
に
係
る
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
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律
第
九
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
投
資
主
総
会
参
考
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
法
人
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
投
資
法
人
の
投
資
法
人
債
権
者
集
会
に
係
る
投
資
法
人
債
権
者
集
会
参
考

書
類
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（

平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
債
権
者
集
会
参
考
書
類
を
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
法
人
の
資
産
運
用
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
前
に
そ
の
末
日
が
到
来
し
た
営
業
期
間
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
営
業
期
間
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
係
る
投
資
法
人
の
資
産
運
用
報
告
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
法
人
の
計
算
関
係
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
投
資
法
人
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
二
項
第
十
六
号
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
チ
及
び
第
二
号
ヘ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に



- 3 -

開
始
す
る
営
業
期
間
に
係
る
投
資
法
人
の
計
算
関
係
書
類
（
新
投
資
法
人
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計

算
関
係
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営

業
期
間
に
係
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ

り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
投
資
法
人
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
、
第
五
十
八
条
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号
の
三
、
第
六

十
六
条
の
二
条
並
び
に
第
六
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
営
業
期
間
に
係
る
投

資
法
人
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
営
業
期
間
に
係
る
投
資
法
人
の
計

算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
募
集
投
資
口
の
発
行
等
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
日
前
に
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
募
集
事
項
の
決
定
が
あ
っ

た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投
資
口
の
発
行
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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（
投
資
法
人
の
吸
収
合
併
等
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

施
行
日
前
に
吸
収
合
併
契
約
又
は
新
設
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
た
投
資
法
人
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
又
は
同
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
に
際
し
て
の

計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
法
人
の
設
立
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

施
行
日
前
に
作
成
さ
れ
た
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
約
に
係
る
投
資
法
人

の
設
立
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
社
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

施
行
日
前
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
特
定
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
特
定
社
債
権
者
集
会
に
係
る
特
定
社
債
権

者
集
会
参
考
書
類
（
同
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
社
債
権
者
集
会
参
考
書
類
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
目
的
会
社
の
事
業
報
告
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
十
一
条

施
行
日
前
に
そ
の
末
日
が
到
来
し
た
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
係
る
特
定
目
的
会
社
の
事
業
報
告
及
び
そ

の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
目
的
会
社
の
計
算
関
係
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
目
的
会
社
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
特
定
目
的
会
社
計
算
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
号
ル
及
び
第
二
号
ホ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
特
定
目
的
会
社
の
計
算
関
係
書
類
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
特
定
目
的

会
社
の
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
特
定
目
的
会
社
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
四
十
九
条
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号
の
三
、
第
五

十
五
条
の
二
並
び
に
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算

関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行

日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
募
集
特
定
出
資
の
発
行
等
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
前
に
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
事
項
の
決
定
又
は
同
法
第
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
出
資
又
は

優
先
出
資
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
転
換
特
定
社
債
の
転
換
の
請
求
又
は
新
優
先
出
資
引
受
権
の
行
使
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
優
先
出
資
の
発

行
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
目
的
会
社
の
設
立
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

施
行
日
前
に
定
款
の
認
証
を
受
け
た
定
款
に
係
る
特
定
目
的
会
社
の
設
立
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
参
考
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

施
行
日
以
後
に
そ
の
末
日
が
到
来
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
初
の
も
の
に
係
る
定
時
社
員
総
会
よ
り
前
に
開
催
さ

れ
る
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
に
係
る
社
員
総
会
参
考
書
類
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
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い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
投
資
信
託
財
産
の
計
算
関
係
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
ニ
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新

投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る

計
算
期
間
に
係
る
投
資
信
託
財
産
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産

及
び
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
関
係
書
類
（
新
投

資
信
託
財
産
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
一
号
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
五
十
五
条
の
三
第
四
号
の
二
及
び
第
四
号
の

三
の
規
定
並
び
に
第
五
十
五
条
の
八
の
二
及
び
第
五
十
五
条
の
八
の
三
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
投
資
信
託
財
産
計
算
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規
則
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
計
算
期
間
に
係

る
投
資
信
託
財
産
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
計
算
期
間
に
係
る
計
算

関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
特
定
目
的
信
託
財
産
の
計
算
関
係
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
目
的
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
特
定
目
的
信
託
財
産
計
算

規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
号
ト
及
び
第
二
号
ニ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
前
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
特
定
目
的
信
託
財
産
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
特
定
目
的
信
託
の
信
託
財
産
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
関
係
書
類
（
新
特
定
目
的
信
託
財
産
計
算
規

則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
第
二
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
八
条
の
二
並
び
に
第
八
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
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二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
計
算
期
間
に
係
る
特
定
目
的
信
託
財
産
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
計
算
期
間
に
係
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
融
商
品
取
引
所
の
吸
収
合
併
等
に
際
し
て
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
八
条

施
行
日
前
に
吸
収
合
併
契
約
又
は
新
設
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
た
会
員
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
会
員
金
融
商
品
取
引
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
会
員
金
融
商
品
取
引
所
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
と
の
同
法
第
百

三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
に
際
し
て
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


